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　令和 6年 10月分（初回支給は令和 6年 12月を予定）から、児童手当法の改正による制度改正（拡充）
が行われます。

制度改正（拡充）の内容
（１）所得制限の撤廃
（２）�支給対象児童の年齢を「中学生（15歳到達後の最初の年度末まで）」から「高校生年代（18歳到達

後の最初の年度末まで）」に延長
（３）第三子以降の手当額（多子加算）を月１万５千円から月３万円に増額
（４）�第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最

初の年度末まで」に延長
（５）支給回数を年６回に変更

制度内容の比較
 改正前（令和 6 年 9 月分まで） 改正後（令和 6 年 10 月分から）

支給対象 中学生
（15歳到達後の最初の年度末まで）

高校生年代
（18歳到達後の最初の年度末まで）

所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし

手当月額

・３歳未満：月 15,000 円
・３歳～小学校修了まで
　第一子・第二子：月 10,000 円
　第三子以降：月 15,000 円
・中学生：月 10,000 円
※�児童を養育している人の所得が所得「制
限」限度額以上、所得「上限」限度額未
満の場合には、特例給付として月 5,000
円を支給。

・３歳未満
　第一子・第二子：月 15,000 円
　第三子以降：月 30,000 円
・３歳～ 18歳到達後の最初の年度末まで
　第一子・第二子：月 10,000 円
　第三子以降：�月 30,000 円
※特例給付は無くなり、
　受給者全員が上記の支給額に。

第三子以降の
算定対象　　 18 歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで（注）

支給月 2 月、6月、10月（年 3回）
※各前月までの 4か月分を支給

偶数月（年 6回）
※各前月までの 2か月分を支給

（注）21歳、14歳、７歳の 3人のお子さんを養育している場合
　　→　21歳のお子さんを第一子、14歳のお子さんを第二子、7歳のお子さんを第三子と数えます。
　　　�　支給対象児童は 14歳のお子さんと 7歳のお子さんとなり、14歳のお子さんは第二子の月額、7

歳のお子さんは第三子以降の月額が適用されます。

受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い人
（施設・里親で養育している人については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。）
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が北方町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

申請について
　制度改正に伴い申請が必要な人については町ホームページで詳しく記載して
おります。
　次ページの申請手続きの要否フローチャートもご確認ください。

児童手当－令和６年 10月から児童手当の制度改正児童手当－令和６年 10月から児童手当の制度改正
（拡充）があります（拡充）があります
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児童手当制度改正　手続き要否フローチャート児童手当制度改正　手続き要否フローチャート

問１　現在北方町から児童手当の支給を受けていますか。
　※公務員は勤務先で確認してください。
　※施設等入所中のお子さんは、児童手当の対象外です。

問�２　高校生年代以上（平成 14年 4月 2日から平成 21年 4月 1日生まれ）のお
子さんがいますか。

問�３　大学生年代（平成 14年 4月 2日から平成 18年 4月 1日
生まれ）のお子さんがいて、年齢順にそのお子さんを 1人目と
数えたとき、高校生以下のお子さんが 3人目以降となりますか。

手続きは不要です。
【高校生以下のお子さんが３人以上いる場合】�
手続不要で、児童手当の支給額を変更します。
【高校生以下のお子さんが１人、または２人いる場合】�
手当の支給額に変更はありません。

手続きが必要です。
＊�高所得により児童手当の支給が受けられなかった人につきましては、保護者様宛に９月上旬頃、お
知らせを郵送予定です。�詳しくは、お知らせをご覧ください。�
＊�児童手当の支給を受けていない人で、高校生年代のお子さんがいる家庭につきましては、お子さん
の保護者様宛に９月上旬頃、お知らせを郵送予定です。
※�ただし、高校生年代のお子さんが別世帯にいる場合、町では把握することが出来ないため、案内を
送付することができません。該当する場合は、福祉子ども課まで認定請求書を提出してください。

手続きが必要です
＊�児童手当受給者様宛に９月上旬頃にお知らせ
を送付予定です。
※�ただし、大学生年代のお子さんが別世帯にい
る場合、町では把握することが出来ないため、
案内を送付することができません。該当する
場合は、福祉子ども課まで額改定請求書を提
出してください。
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